経営政策科学

第2回、第12回はレジュメで対応してください。この二つを一気に読むと全体像が見える。

対策：①とにかくレジュメかこのシケプリを３回は読む。②出てくる言葉（「対話としての競争」とか）の説明ができるようにする。③出てくる概念（長期雇用とかメインバンクとか）の特徴と欠点を言えるようにする。④意見を持つ。
なんとなく１、２問目のどっちかで政府企業間関係が出そう。問題作りやすいから。あと系列とか市場メカニズムも危ないかも。語句ではVA・リスクシェアリングとかファスト・トラックが出そう。出そうなのは太字にしといたけど、外れるかも知れんから各自しっかりやってください。
　語句説明の解答例作ろうとしたけど、政治と違って当たる確率低いし30/100でコストパフォーマンスが悪いので止めときました。

第３回 雇用システム(1) 
1.雇用システムの構成要素 

(a)雇用・解雇
(b)賃金 

(c)昇進
2.いわゆる「日本型」雇用システム：いわゆる「アメリカ型」との対比 

「日本型」雇用システム 

(a)長期安定雇用 

いわゆる正社員→大学卒業後すぐに採用し、そのまま定年退職(60歳前後)まで同じ会社で雇用し続ける 

(b)年功型・生活保障型賃金（職能給） 

年齢の上昇に伴い生活費負担が上昇しても対応できるよう、年齢が上がると賃金水準が上がっていく。 

(c)年功序列型昇進 
昇進は年齢によりあがっていく。
∴あるポストに若い人を抜擢する＝ある人を通常の昇進スピードより早く昇進させることや、上司のほうが部下より年齢が若いということはない。
典型的とされる「アングロサクソン型」雇用システム 

(a)短期雇用・解雇の自由・転職（job hopping） 

企業は長期の関係を想定せず、いつでも解雇する可能性がある。

従業員の側もすぐに転職し、そのことによってより社会的威信や地位の高い職に変わっていく。 

(b)職務給・成果主義 

給与はポストにより決まっており、実際の成果（結果）によってプラスマイナスが発生する。 

(c)ポストの公募 

あるポストが空席になったときに、その後任は同じ会社の人とは限らず、広く公募をして決定する。 

3.現実の中の「日本型」・「アメリカ型」雇用システム 

雇用・解雇 

[日本] 
・ブルーカラーとホワイトカラー：制度・仕組みについては、

ブルーカラー＝ホワイトカラー
解雇権濫用法理の適用や労働組合でも基本的に同じ。
・採用・雇用保障：いわゆる正社員であれば、ブルーカラー・ホワイトカラーを問わず定年にいたるまで雇用をする。
ただし、このような仕組みを維持しているのは
(a)大企業や官公庁と中小企業の一部に限られる。

(b)正社員のみが対象であり、パート・アルバイト・派遣は対象外である。
新卒採用についてはより一般的にみられるが、中小企業や最近は大企業でも中途採用は増加しつつある。
ホワイトカラー→通常大学の新規卒業生の採用が一般的。
ブルーカラー→例えば高校卒業した後試用期間があり、その後本採用となる。 

・ 定年：かつては55歳から60歳ぐらいだった
平成10年以降は60歳未満の定年の定めは違法となり、
さらに平成16年の改正により、（年金の支給開始年齢の65歳以降にリンクして）
平成18年以降は定年の65歳までの段階的な引き上げか継続雇用制度の導入or定年の定めそのものの廃止などの措置を取らなくてはならなくなった。
再雇用は特に大量の退職者が出て技能の継承が問題になるここ数年は多く見られることが予想されるが、再雇用の対象については賃金を引き下げるのが一般的。

・ 解雇：正社員に対して解雇を行う場合、かなり厳しい基準をクリアしないと裁判所に持ち込まれた場合に「解雇権の濫用」として解雇無効になる（「解雇権濫用法理」）→2003年労働基準法で法制化

パートやアルバイトなどについては「解雇権濫用法理」は適用されない、また、実態として中小企業には適用されないものと思われる。 

・ 配転・転勤：配転・転勤の命令については、たとえばジェネラリスト的な総合職であればよっぽど特別な事情がない限りの有効となる。
[アメリカ] 

ブルーカラーとホワイトカラー：制度・仕組みについては、

ブルーカラー≠ホワイトカラー
雇用保障（ホワイトカラー）：原則として解雇は自由とされている。
But

実際には必ずしもどの業種・どの企業でも頻繁に転職するというわけではなく、入社した頃には転職をしても、ある程度経つと「落ち着く」ようになる。
部課長は内部昇進が普通であり、上級管理者もしばしばそこから昇進する。
（いわゆる専門職を除く）ホワイトカラーの解雇は例外的→長期雇用が暗黙のうちに保証されてきた。
・ 解雇（ホワイトカラー）：解雇に際しては部課長クラスの解雇であれば解雇手当、年金の積み増しなどの処置を取る。
ウォール街については「専門職」であることを考慮する必要がある（成功したら高い報酬を得る代わりに、いつクビをきられても文句を言わないという暗黙の契約があると思われる） 

・ 採用（ホワイトカラー）：ホワイトカラーは別に新卒でなければいけないということはない。
大学卒業後にインターンとか短期間の仕事をしたり、留学したり。
いわゆる専門職である場合には外部からとられることもありうる。 

・ 解雇（ブルーカラー）：ブルーカラーでは先任権(seniority)のルールが適用される。
解雇に関しては勤務についた逆順から解雇（レイオフ＝職場復帰権つき解雇）→景気が回復すれば、勤務に就いた順に再雇用

また後で述べるように、昇進に関してもこの先任権のルールが厳密に適用される。
∴ブルーカラーでも若い頃には転職が多い。
レイオフ自体に関しては、ブルーカラーのレイオフは簡単に行うことができるが、高齢層を狙った首切りは不可能→年を取ると定着が有利
[その他の国] 

解雇についてはドイツやフランスなどでは解雇制限が法制化。

従業員との話し合いや福祉的視点（生活の必要性）が入り、長期勤務者は保護される
[まとめ] 

日本でもアメリカでも（ヨーロッパでも）労働者が一般に定着している産業・企業・職種とそうでない流動的な産業・企業・職種がある。全労働者にしめる長期雇用者の比率をみても、日本だけ目だって異なるということでもない。

アメリカの長期雇用者比率は若干小さいが、これは流動的なセクター（いわゆる専門職）層の大きさがおおきいため。

賃金 

[日本] 

賃金の決定方式：日本の多くの企業では能力に応じた賃金決定方式＝職能給制度
→従業員を7-10段階程度の「資格」（職能資格）に区分し、賃金の中の手当ではない部分（基本給といわれる）はこの資格にリンクして決められる。なお、この制度は原則としてブルーカラーでもホワイトカラーでも適用される。 

昇格：通常新入社員は一番下の資格を与えられ、ある程度経験を積むと上の資格に上がる。
資格には通常最低滞留年数や標準滞留年数が決められているが、年数が経てば自動的に昇格するわけではなく、それまでの勤務成績を反映して決めたり、試験を行ったりする。 
定期昇給：同じ職能資格のままでいる場合でも、定期的に昇給。この昇給に関しても勤務成績の要素が入る。∴上司の評定が意味を持つ。 

手当：賃金は上の基本給に手当てを加算する方式が一般的。この手当部分は生活費保証的な要素（扶養手当・住宅手当等）を持っている。 
以上の事から、基本給部分は原則として年功的に運用されている。また、手当に関しても生活費保証の要素が強くなってくる。ただし、昇格してもそれに応じたポストに就けるわけではなく、またそもそも誰でもが昇格できるわけでもない。昇格できなければ賃金の上昇は定期的な昇給のみだから、大きくは上昇しない。 

・ 以上はいわゆる正社員に適用されるもの。専門職の場合は手当部分のない年俸制であったり、特別の資格が適用されたり（国家公務員の中の任期付公務員）する。アルバイト・パートは時給が一般的。 

[アメリカ] 

賃金決定方式（ホワイトカラー）：アメリカのホワイトカラーは仕事ごとに決められ（職務給）、あるいは成果によって決められる（成果給）とイメージされることが多い。いわゆる「年俸制」である。
But

多くの大企業では、グレード資格(grade)によってある程度の給与が決まり、その中で査定により賃金が上昇していく。結果として、賃金決定において勤務年数が影響を与えている＝いわゆる年功型の賃金体系
手当：アメリカでは手当に相当するものとして医療保険や年金が一番重要であり、この意味で生活保障の側面はある程度は存在する。
賃金の決定方式（ブルーカラー）：原則として、アメリカのブルーカラーでは給与は職によって決められる（資格のようなものはない）。
それぞれの職はかなり細かく分かれており、そこには職務記述書(job description)があり、職務範囲と給与が決められている。
これらの職にはランク（＝給与）があり、一番良い職から一番悪い職まで大まかに並べられている。 

上位の職務への上昇：新入社員が入社してくると、必ず一番低いランクの仕事につく。他社の技能などは換算しない。

その上のランクの職に空きがでると、この入社順（先任順）に上の職につく。その上には昇進ラインといわれる職場ごとの（良い職から悪い職への）順序に従って、やはり入社順に昇進していく。
結果的に、アメリカのブルーカラーも結果として年功的な賃金になる。ただし、やや年功的要素が低く、途中で頭打ちになる。 

[まとめ] 

・結論から言えば、日本でもアメリカでも賃金は年齢に応じて上昇していく。この意味で年功的と言えばどちらも年功的になっている。決定の仕方から行っても、アメリカのブルーカラーだけが少し特殊だが、他は似たようなやり方になっている。 
第４回 雇用システム(2) 

昇進 

[日本] 

・昇進と昇格：職能資格制度の下では、「資格」と「職位」が分かれている
∴「資格が上昇すること＝昇格」≠「職位（ポジション）が上位に上がること＝昇進」

上位の職に昇進するためには昇格が前提となるが、昇格したからといって昇進できるわけではない。 

・昇格：昇格にはいくつかのやり方がある。
①上司等の人事評定に基づく方法

②試験や審査を行う方法

③研修などの受講を条件とする方法、
④ある年数が来たら自動的に昇格させるという方法

多くの場合ある資格における最低年数と標準年数を定めている。下位の資格では自動昇進のこともあるが、上位になると試験や審査がはいることが多い。
職能資格制度はある程度年功的要素を持つが、資格の幅を大きくすれば年功的要素が弱まる。 

・昇進：基本的に昇格が昇進の前提となるが、昇格しても対応するポストがない場合には、「〇〇部付部長」とか「〇〇担当部長」というような形の処遇にする。 

・ホワイトカラーの昇格・昇進：日本の大企業の多くでは、すべての人が最初は同じ資格、同じ基本給でスタートする。
→その後、ある一定段階までは年功的に昇格・昇進。

→中間のある段階（課長レベル）への昇格・昇進で昇格・昇進スピードの速いグループとそうでないグループが分れ、その後の昇格・昇進でどこまでいけるか（部長・取締役になれるかなれないか）等に差が出る。
ただし、企業によっては上の「特急組」「鈍行組」のように、入社後数年で（あるいは入社時に）昇進の速いグループと遅いグループを分けてしまうこともある。このような「特急組」型の昇進コースをファスト・トラック(fast track)と呼ぶ。日本でこのファスト・トラックを持っている（いた）のは官庁系で、民間企業では一般的ではない
・昇進：上の昇格に合わせて、上位の職に昇進していく。同じ職位でも「良い職」と「悪い職」があることには注意。
・ 昇進・昇格の「打ち止め」：（平）取締役、常務、専務、副社長、社長と昇進していく一部を除けば、昇格・昇進ともにどこかの時点でストップするはずである。その意味でいえば、年功型の昇進という印象はあまり正しくはない。 

・ 抜擢人事・逆転人事：抜擢人事が、たとえば上位の資格・職位に年次が若い人がつくという人事だとすると、普段から見られる現象ではない。
もっとも、昇進スピードには差があるために、上位の資格・職位に下位の資格・職位にいる人より若い人が存在するということ自体はそれほど珍しくはない。
・ ブルーカラーの昇進・昇格：原則として、
ブルーカラー＝ホワイトカラー
すなわち、職能資格はある程度年功的に運用されるが、一方で技能の獲得が要求される。ある程度の年数が経過すると、管理能力などが評価に入ってくることもあり、昇格・昇進できるかがかなり分かれてくる。 

[アメリカ] 

・昇進：アメリカのホワイトカラーは、実際にはグレード(grade)によって給料が決まる。
このグレードとは職務の分類であり、理念的に言えばグレードの上昇には全て職務(job)の変更を伴う（この意味で、日本のような意味での昇格と昇進の差はない）。
But

同様の仕事をしていても「職務」の変更と認識することもでき、またグレード内で査定を行うことで給料が変化するので日本の職能資格制度と似たものになる。 

ホワイトカラーの昇進：一般的にはアメリカは部課長ポストでも公募し、外部からの応募も含めて競争させると考えられている。
But

これは金融などの一部のセクターで見られることであり、実際には若年時に流動的なことはあっても、部課長以上に関してはむしろ内部昇進の方が一般的である。 ただし、内部での公募（ジョブ・ポスティング制度）は存在する。 

・経営者層への昇進：社長(CEO)をはじめとする経営者層への昇進も同じ企業から昇進することが多い。
大企業の社長の平均勤続年数は20年以上に及んでおり、その企業に定着している人の中から経営者が育っていくことをうかがわせる。
一方で、企業再建などの場合には他社の経営者が入ることも多く、この意味での「経営者市場」は存在している。 

・ ファスト・トラック：日本と比べた場合のアメリカのホワイトカラーの昇進の特徴は、上で述べたファスト・トラックが広く普及していることにある。一般的には入社後数年の間でかなり程度の選抜があり、その後のキャリアはそこで分かれてしまう。
日本では15年前後と考えられているのに比べれば、一般に早い段階で差が付くとはいえる。
全体のまとめ 

全体的に見て、アメリカと日本のホワイトカラーに関する人事システムに質的な差があるとは結論できない。むしろ、各国内の産業セクター間の差の方が大きい可能性がある。
典型的なアメリカと日本の人事システムのイメージは、それぞれ金融セクターと製造業（特に自動車・電機）セクターの違いであり、例えばアメリカの金融セクターと製造業セクターを比べてもかなりの差がありそうに思われる。 

ブルーカラーの人事システムはかなり異なるが、それは日本のブルーカラーがホワイトカラーに近い形の雇用システムを持っているのに対して、アメリカのブルーカラーはホワイトカラーとは異なる雇用システムを持っているということによる。 

日米で異なるのは

(1)若年層における流動性が若干高い（逆に言えば、新卒にはこだわらない）こと
(2)ファスト・トラックを持つ企業が比較的多いこと
4.雇用システムの理論的分析 
(a)雇用の長期性
生涯のかなりの部分（例えば20年以上）にわたり雇用される。 

(b)年功型賃金 

もし年齢が上昇すると賃金が上昇する理由が、年齢が上昇したことにより生産性が上昇していることによるのだとすれば、年功型賃金と非年功型賃金の間に違いはないことになる。
∴年功型賃金を考えるのであれば、生産性と賃金との間にずれがあるという状況を想定する必要がある。 

(c)選抜の早さ 

年功型昇進が年齢によって職位が影響されるというだけのことであれば(b)と同じになってしまい、かつどこの世界でも一般的に見られる。むしろ問題は、ファスト・トラックのように早い段階で特急組と鈍行組を分けてしまうか、それとも選抜を遅くするか、という違いが注目される。 

いわゆる「日本型」の利点：スタンダードな経済学的説明 

・能力や貢献の長期観察の必要性 

チームを組んで財・サービスの生産活動を行う以上個人の業績（貢献度）の測定は簡単ではない。このような中で個人の能力ややる気を測定し、昇進させたりするためには長期的に雇用して長期的に能力を観察し、その結果を見ながら昇進を行うことが必要。

∴長期雇用と遅い選抜が発生する。 

・適切なインセンティブの付与 

①個人の貢献度が分からない中で従業員のやる気を引き出すには、まず長期雇用を行った上で、若い頃には安い（生産性以下の）賃金のみを与え、年齢が上がったころにその分高い（生産性以上の）賃金を払うことにしておけばよい。

→まじめに働かないと途中でクビにするという脅しが機能する。（「人質」のメカニズム）。
②途中でやめなくなる結果、従業員同士で「お互いに協力したほうが良い」状態が発生する。
③遅い選抜を導入することで、長期的な競争を刺激する。
∴長期雇用・年功型賃金・遅い選抜を導入する 

・企業特殊的技能の形成・維持 

①企業で働く際に、その企業だけにしかない機械に関する知識や同僚に関する知識など、その企業においてのみ役に立つような技能（企業特殊的技能）が必要とされる場合、一旦そのような技能が形成されれば従業員としてはその企業に居続けるインセンティブが発生する。
②このような技能は企業にとっても有益であるため、企業の側にもクビを切らないインセンティブが発生する。

③企業特殊的な技能の形成にそもそも時間がかかる場合には長期雇用が必要とされるため、企業は長期雇用にコミットする必要がある。
∴長期雇用が導入される。 
・賃金変動リスクに対する生活保障 

①労働市場においては常に賃金が変動しているため、それに対して従業員が賃金変動を好まないのであれば、企業は労働市場での賃金変動にかかわらず一定の賃金の支払いを約束し、その代わりに賃金の額を減らすことができる（つまり、企業が労働市場の賃金変動に対す保険を提供している形になる）。

②年齢が上がると生活費が上昇する場合に、これに対して貯金や借金でうまく対応できないのであれば企業が生活費保証型の賃金を与えることでそのような金融市場の不完全性に対応することができ、その分賃金を下げることができる。 

いわゆる「日本型」の利点：あまりスタンダードでない説明 

・賃金のインセンティブ効果 

そもそも、従業員がどの程度賃金に反応して努力するのかは必ずしも自明ではない。確かにお金がなくては生活できないが、人は「評価されること」や「面白い仕事ができること」に反応する部分もあり、お金だけで動かされるわけでもない。ゆえに、そもそも成果に従って支払いをしても、「なくては困る」部分を除いては余りやる気に影響しないかもしれない。また、プロスポーツ選手の契約を見るとわかるように、賃金には「その人に対する評価を示す」機能がある。しかし、評価の示すためには賃金に差があることが重要なのであって、絶対額は重要ではないかもしれない。また、評価は他の方法でも伝達する方法もある。昇進させ、またより「面白い」仕事を任せることである。 そう考えれば、成果や職位に賃金をリンクさせなくてもかまわないのではないだろうか。 

いわゆる「日本型」の欠点 
・経営の柔軟性
利点と表裏の欠点ではあるが、長期に雇用し、賃金も年功的である場合には、経営状況の変化によって従業員を解雇したり、賃金を減らすというようなことはできなくなる（それができるのであれば上で述べたようなメリットは得られない）。
∴①日本の大企業は操業短縮のような形で解雇以外の方法で対応

②パート・アルバイトのような非正規社員をいわばバッファーとして利用してきた。
長期雇用であっても賃金が生産性にリンクしているのであればこの問題は大きな問題ではないことに注意。 

・従業員のディスインセンティブ 
選抜が遅いため昇進はしばらくは「横並び」であり、職位や成果によって賃金に差がつかず、転職もしにくいという状況は、若くて有能な（と本人が思っている）従業員にとっては「やる気」をそぐ結果となる。
But

(1)そもそもその仕事で有能かどうかは長期に観察しなければわからない

(2)自分が「無能」であったときでも、長期雇用であればとりあえず生きていける
(3)自分が「無能」であるとわかるととたんにやる気を失うであろうから、選抜を早くすればよいわけではない

等の点に注意。 

・企業の機会主義的行動 
年功型賃金の場合には、企業の側に「若いころは生産性以下で働かせ、年齢が上がってきたら何らかの理由をつけてクビにする」というインセンティブを発生させる。ただし、そのような評判が立てば従業員のやる気を失わせ、新規採用も難しくなるだろうし、企業特殊的技能が存在する場合には簡単にクビにできない。 

・計算間違い 

長期雇用・年功型賃金の場合には個人の生産性と賃金とは全体としてみればつりあうようになっている（そうでなければ雇われる人はいない）はずであるが、生産性の測定ができない以上、好景気のときに賃金を上げすぎたり、逆に不景気のときに賃金を上げなさ過ぎたりという計算間違いの可能性が存在する。 

・企業の破綻可能性 

長期雇用・年功型賃金は、企業が倒産しそうであれば自分が高い賃金を受け取る前に経営が破綻してしまう可能性があるため、維持できない。このような場合にはいわば短期的につりあわせる必要が出てくる。 
第５回 金融システム 

１．金融システムの構成要素 

２．日本の金融システムに関する通説的理解―いわゆる「メインバンク」について 

日本では戦前から社債発行に対してさまざまな制限（原則として担保付社債のみ、適債基準）があったため、社債市場は未発達のままにとどまり、融資に関しては銀行が利用されてきた。
∴融資の受け方については原則として金融機関からの借り入れによっていた。 
一般に日本の企業（とりわけ大企業）は通常１つの銀行ではなくいくつかの銀行から融資を受けるが、その内ある特定の１つの銀行(通常は融資シェア最大の銀行)がその企業に対する「メインバンク」とみなされ、以下のような行動を取るといわれてきた。
(a)企業と複合的かつ長期的な関係を保つ 

融資関係以外に融資先企業の株式を保有し、決済のための口座を持ち、社債を発行する場合にはその発行に関する業務を行う。 
(b)その関係に基づいて経営を監視（情報を獲得）する 

(b-1)その情報に基づいて新規の事業につき融資をするかしないかの審査を行う 

相手先の経営能力に関する情報を持っており、それに基づいて融資を行う 

(b-2)日常的な経営監視を行う 

決済口座の変動や短期貸付の返済状況を通じて経営状態を監視する。
(c)経営に問題が発生すると役員を派遣し、危機になると企業を救済しようとする 

経営に問題が発生すれば役員を派遣し、さらに危機になると追加融資を行い、また金利減免や融資の放棄を行いながら企業の再建計画を取りまとめ、進めていく。 
なお、このような行動はメインバンクのみであり、他の金融機関はメインバンクの行動に合わせて行動する→この意味でメインバンクは「監視を委託されている」ものと考えられてきた（「委託されたモニター」説）。 

３．通説の再検討 

 (a)メインバンクと企業との関係は複合的・長期的か？ 

複合性：最大の融資先がしばしば大きな株主であること、決済口座を保有すること、社債発行を請け負うことは大企業において広くみられるようである。 

長期性：融資シェア最大の金融機関（「メインバンク」であろうと思われる金融機関）は必ずしも固定的ではない。
10年間で最大融資先を変更している企業が1/3程度存在する→必ずしもメインバンクが固定的でない
(b)メインバンクは経営を監視しているのか？ 

(b-1)新規融資審査：(b-1)は、金融機関において全般的に融資のための資金が不足している状態において、メインバンクを持つ企業は融資を受けやすいことを意味する。
特に1950年代においては、金融機関の資金不足は深刻な問題だった。
(b-2)日常的な経営監視この点に関しては必ずしも実態が明らかではないが、メインバンクの存在が経営の効率性を高めるという一般的な仮説が必ずしも支持されないことからすれば、
「メインバンクが常時企業経営を監視している∴企業は効率的な経営を行おうとする」

という関係は見られないようである。
メインバンクが常に企業経営を監視しているということは必ずしも事実ではないように思われる（経営に問題があるといわれだしてから調査を開始している）。
メインバンクとしては日常的に経営を監視して経営に口を出すのは無用な敵を作るだけであり、返済されるのであれば細かく経営監視をする必要はない。 

(c)メインバンクは役員派遣・企業救済を行うか？ 

・前提条件：メインバンクにとって役員を派遣すること自体は必ずしも悪いことではない。融資先企業に対して影響力が高まり、また情報も得やすくなる。
But

企業救済の方は問題をはらんでいる。そもそも、メインバンクとしては企業が危機に陥ったら融資を引き上げたいと考えるだろうし、もしメインバンクが複合的な関係の下で融資先企業に関する情報を手に入れやすいのだとすれば、他の金融機関より早く融資を引き上げるチャンスもある。

∴もしメインバンクが企業を救済しようとするのであれば、それには別な理由があるはずである。 

・メインバンクの役員派遣：メインバンクがしばしば融資先企業の役員（取締役会のメンバー）に自社の人間を送り込むこと、経営危機になると役員派遣の可能性が知高まることは事実のようである。 

・メインバンクによる救済：ある企業が経営危機に陥ったときに、そのメインバンクがその企業を救済しようとし、実際に再建計画に関与し、自らも負担を負うことにはいくつかの事例がある。
Ex)安宅産業（総合商社）の破綻のケース←メインバンクとされていた住友銀行・協和銀行は損失を負担しながら安宅産業の整理・再建。

・ まとめ：結局メインバンクが融資先企業の救済に関与するのは、「メインバンクは融資先企業を救わなくてはいけない」という必ずしも明文化されていない考え方があるために、救済を放棄すれば融資先企業や同業者からの評判を落とすことになる、という理由であるように思われる。
一方で、先に述べたようにメインバンクは経営危機の企業からは融資を引き上げたいと考えるだろうから、救済は場合による。
まとめ 

総じて言えば、メインバンクを持っている企業と持っていない企業があるが、持っている企業については「複合的で長期的な関係」を持っており、かつそのような関係は融資審査において利用されているようである。メインバンクは経営に問題があると役員を派遣し、再建に関与する場合がある。再建に関与するかどうかは、債権に関与するコストとメインバンクとしての評判の維持とのバランスによる。しかし、銀行が経営を日常的に監視しているかどうかは疑問が残る。 

４．メインバンクは「日本的」か？ 

・直接金融と間接金融：金融システムが直接金融（社債）中心であれば、広く社債を買った人が企業の経営内容を判断できるような情報の開示が問題になる。

一方、金融機関が融資する間接金融中心の形態であれば、融資を行う金融機関が融資先企業の経営状態を判断できれば良い。
∴金融機関が融資先企業との間で長期的な関係を維持し、その関係に基づいて銀行が企業の事業に関する情報を得るというのはおかしな話ではなく、一般的に存在しうる（このような形での融資は「リレーショナル・バンキング」とも呼ばれる。） 

・アメリカ：アメリカは直接金融中心といわれるが、中小企業はむしろ各地域の地域銀行が企業との間でリレーショナル・バンキングを行っているといわれる。
ただし、法律により、銀行もしくは銀行持株会社が直接に事業会社の株式を保有することはない。この意味で、日本で見られるような関係の複合性には限度がある。
また、ある銀行が企業の再建に関与した場合、（その立場を利用して自らの債権を回収しようとする恐れがあることから）その企業が他の銀行や取引先などに先に借金を返済しない限り自分の債権（貸したお金）を回収できないというルールがある（equitable subordinationの法理） 
・ ドイツ：ドイツは日本と同様に間接金融優位といわれており、企業の取引先の中でハウスバンク(Hausbanken)と呼ばれる銀行が日本のメインバンクと同じように融資を行うとともに株式を保有し、役員の派遣もする。ハウスバンクはそれだけではなく、（銀行が証券業務や保険業務なども取り扱うユニバーサル・バンキングを背景として）融資先の証券業務なども取り扱う。
∴ハウスバンクは日本のメインバンクより強い力を持っていると指摘されることもある。
・ まとめ：アメリカとドイツの例を見ると、長期的関係を構築することにより融資を行うというリレーショナル・バンキング型の融資形態はどの国においても見られる。ただし、アメリカの大企業の場合にはこのような融資形態はあまり見られない。
５．メインバンクの経済学的機能 

①長期観察の必要性 

メインバンクは、融資審査などの場面において、例えば経営者がどのような人間か、組織はどのようになっているか、企業の財務状態はどうか、経営は健全かといったようなことを判断しうるという点に意味がある。このような意味で、従業員の場合と同様に能力や意図を把握するために長期に観察する必要がある。
また、このような観察の結果企業の評価が高くなるのであれば、メインバンクを変えることは不利になる。 

②保険的機能 

もし銀行が経営危機において追加的融資をしてくれたり、救済をしてくれたりするのであれば、それに対して普段から高い利率を払うインセンティブがある。ただし、企業の場合には融資をして倒産して貸し倒れというケースがありうる。
∴この意味で銀行が負うリスクも大きくなるため、完全な救済ということは不可能あろう。 

第６回 ガバナンス・システム(1) 「企業集団」を中心に 

１．ガバナンス・システムの構成要素 
２．企業集団とは何か？―「通俗的」イメージ 

６大企業集団：一般に、日本にはいくつかの「企業集団」があるといわれてきた。有名なのは三井、三菱、住友の旧財閥系の３つと、第一勧銀、芙蓉（富士）、三和の３つ銀行系の６つの企業集団である。
さまざまな産業に展開している中心的な企業群が相互に株式を保有して一つのグループを形成し、そのグループがしばしば一体となって活動をすると考えられている。
これらの中心的な企業群はそれぞれ子会社、孫会社を持つため、広い意味でこの企業集団に属する企業群は相当な数があるものと考えられている。 

[財閥] 

この企業集団の原型となったのは、戦前の日本にあった「財閥」と呼ばれる企業の集団である。
基本的に、財閥一族により所有される持株会社（財閥本社。一般に株式会社形態をとらず、合名会社、合資会社とされた。）が他の企業を子会社（あるいは社内分社）とし、さらにその子会社が孫会社を所有するような形態になっていた。
財閥本社は人事権をもち、財閥本社の幹部社員が財閥全体をコントロールした。 
↓

戦後財閥解体により財閥は消滅し、財閥家族は旧財閥企業に対する影響力を持たなくなる。
↓

旧財閥を構成していた企業が徐々に相互に株式を保有するようになり、旧財閥企業間のネットワークが形成された。これが財閥系の企業集団（三井・三菱・住友）及び銀行系の中でも第一勧業系に発展していく。 

[企業集団] 

・現在では企業集団を統括する持株会社は存在せず、相互に株式を保有する対等な企業によるグループ（ネットワーク）と考えられている。株式を相互に保有することを株式の持合いといい、企業集団に典型的に見られるものであった。これにより株主の影響力が低下したといわれている。 

・ 中核となる企業群に関しては「社長会」といわれる集まりを持っており、大体月に1度開催される。この社長会が一般には企業集団のメンバーを示していると考えられている。
・ 企業集団は「日本を支配するするネットワーク」だと考えられることもある。実際、公正取引委員会は1977年から継続的に調査を行ってきている。 

３．企業集団の実態 

企業集団の定義と範囲 

企業集団とは何か：企業集団の定義は、①株式の相互持合いにより主に構成され、②一つのグループだと観念されているグループと捉えておく。
企業集団はメインバンク関係の存在とは異なり、あくまで資本関係により定義される。また、ここでは社長会メンバーである中核企業の子会社、孫会社はそれ自体は企業集団の構成員とはみなさない。 

企業集団の範囲：企業集団の構成員というのは意外に確定しにくい。というのは、社長会以外にも別な会合を持っていたり、合併やこれまでの経緯から複数の社長会に名を連ねる企業があったりするから。 

企業集団の（集団内企業に対する）影響力 

持合い比率：先に株式持合いが企業集団を構成すると述べたが、実際にはグループ内で保有されている比率というのが飛びぬけて大きいわけではない（15～35％ぐらい）。 

「企業集団」としての統一の意思の不在：もちろん、この保有株式が一体として機能すればかなりの影響力を保有することができる。
But

持株会社が存在せず、集団として話し合うことがあってもその話し合いの結果に拘束力がない以上、企業集団として意思決定を行い、一体になって行動するというのはいわばフィクションであって、実際には話し合いは行うとしても各企業が意思決定を行うだけである。
実際、企業集団が全体として明確に企業経営に介入したケースというのはまず見られない。 

企業集団の実際の機能 

企業集団の実際の機能：企業集団の機能として指摘されるのは、
(1)ブランドの管理

(2)安定株主化
(3)新規投資事業や不況産業対策における共同出資や資金調達、他企業の支援
(4）集団内企業間の利害調整・調停
(5)その他「グループ」意識による効果
のようなものである。 

(1)ブランドの管理：ブランドの管理は特に財閥系企業集団の場合には重要な役割ではあるが、実際にそれだけで企業経営が決まるようなものでもない。もっとも、旧財閥系各社が旧財閥の名前とシンボルマーク（三菱の「スリーダイヤモンド」、住友の「井桁」等）を重視している。
(2)安定株主工作：この理由が企業集団が出来た主な理由だと考えられている。
財閥解体後の株式の保有が分散し、旧財閥系の企業に対する買占めなどが発生
→そのような乗っ取りの可能性を排除し、経営者の裁量権を確保するために株式の持合

→企業集団が形成

現在でもなお、この機能は果たされていると考えられる。
(3)不況対策、新規事業投資などにおける共同出資：例えば石油化学への進出や原子力分野への進出の際には、集団各企業が共同で出資するということが行われた。主な理由は新規投資のリスクを分散させるためだったと考えられる。

一方で単独で進出する能力を持っていた企業との軋轢が生じた（三菱油化と三菱化成、三井石油化学と大阪石油化学（三井化学出資）等）。

不況対策においても、三菱鉱業の救済のために三菱セメントを設立した際には三菱グループが共同出資し、かつ炭鉱離職者の受け入れ先を三菱グループ内で探した。
(4)集団内企業間の利害調整：例えば、三菱商事は三菱セメントの設立や三菱石油―化成間の商談、石油化学進出における調停などさまざまな場面で調整・調停を行い、グループ企業間の共同投資や取引の円滑化を行っている。このような利害調整・調停機能は他の企業によっても果たされている。 
(5)系列内取引と「グループ」意識：グループ内取引というほど明確な意識が常にあるわけではないが、系列内取引が行われているという話は多い。例えば三菱自動車工業は三菱グループを取引先とすることで比較的安定していると考えられていた。
また、それ以外にも、微妙なところでグループ意識は働いている。例えば、（現在はどうかしらないが、かつては）三菱系の企業が飲みにいくときにはキリンビール、住友系の企業が飲みに行くときにはアサヒビールを注文するといわれていた。 

４．日本にしか存在しないのか？ 

ある企業のグループについて、 (1)その事業が複数分野にまたがり、(2)かつその事業が一つもしくは複数のセクターで寡占的な市場支配を行っているものをビジネスグループと呼ぶことにすれば、上で言う企業集団はこのビジネスグループの中に含まれる。
その中である一族が排他的に所有・経営をコントロールしているのであれば財閥と呼ばれるが、そのような意味での財閥は世界的に見られる（韓国の財閥、インドのタタ財閥など）。 

おそらく、日本に特徴的なのは企業が相互に株式を持ち合うことによって、株主の影響力を排除した点であろう。
５．企業集団の機能 

①株主影響力のコントロール 

企業集団の特徴のひとつは「株式持合い」による株主影響力のコントロールである。もちろん、企業集団内の保有比率が多くても30%代であるから、株主の影響力を排除し、経営者の裁量権を確立することなどできるわけもない。とはいえ、乗っ取りの防止やいきなり経営者がクビにされるという事態の防止には十分な意味があるであろう。 

問題は、
(1)株主の影響力は実際のところどの程度排除されるのか
(2)グループ内企業の影響力をどのようにコントロールするのか

という２点である。
(1)は、現実にはあまり問題にならなかったように思われる。
潜在的に問題であり続けたのは(2)であっただろうと思われる。企業集団の統一の意思というのは通常は「ない」ものと考えられているが、上で述べた三菱自動車工業の救済のケースのように集団内企業の利害が一致した場合には結束して行動する可能性がある。
企業集団は大株主を意図的に作り出している以上、潜在的には株主の影響力が残っている。

②情報の非対称性のコントロール
新規投資事業への共同出資や集団内企業間の利害調整・調停、そして「グループ」意識などは、企業間の情報の非対称性に対して、長期的な関係を作り出すことによって対処する仕組みと考えられる。
例えば三菱商事は他の三菱グループ企業の情報を獲得することで取引や共同投資を成立させている。
共同投資についても、一般に公募したら石油化学や原子力の情報が良く分からず、リスクが高すぎるかもしれない場合において、情報を流し、あるいは「信頼」に基づき投資させることで、株式発行市場の不備を補っていると考えられる。 
③長期的関係に基づく協調行動＝インセンティブの付与 

「企業グループ」という意識＝関係の長期性の意識がお互いを利用する（三菱の社長は三菱自動車工業の車を使う、三菱の社員はキリンを飲む）ことにつながり、それがお互いにとってメリットになるという関係。
ただし、このような行動は関係の固定化につながり、新しく取引を拡大するという方向に働かないため、本当にこれが好ましいのかはわからない。 

第７回 ガバナンス・システム(2) 株主の地位と影響力 

１．そもそも、株主とは何なのか？ 

出資者のことを株式会社では株主、合名会社・合資会社等では社員という（法律上、社員とは従業員のことではない。従業員は会社法的に言えば「使用人」である）。株主の地位（株主と会社との権利・義務関係の固まり）のことを株式、それを示した証書のことを株券という。 

経営にはお金＝出資か融資か貯金（内部留保）が必要。出資と融資の違いは、融資は事業が成功しようが失敗しようが返さなくてはいけないのに対し、出資の場合には事業が成功すれば利益の分け前（配当）をもらうが、事業が失敗したなら返済する必要はない。
∴事業を行っている人々にとっては、事業が成功しても「事業が失敗した」といって配当を払わずに自分たちで好きに使うほうが良い。株主から見れば、自分のお金を他人に委ねている状態になっている。
∴何らかの形で経営を監視したり、場合によっては経営に介入できる権利が必要になる。 

さらに言えば、そもそも株式会社とは最初の時点での出資者が集まって設立の手続きを行うことで成立する。成立した会社は株主の集団（社団）であるとみなされ、株主は会社の構成員とされている。 

以上のような実体的な必要性と法律上の扱いから、株主には利益の配当他の経済的利益を受ける権利（自益権）以外に、会社経営に関与し、経営者（取締役等）をコントロールするための権利、具体的には株主総会での議決権（取締役の選任・解任権を含む）を中心とした権利（共益権）を持つ。 
また、上で述べたように出資が事業にとって必要であり、出資者である株主が株式会社を構成していると考えられることから、株主が会社の「所有者」であるという考え方が発生する。この点をめぐり、「会社は株主のものか？」という論争が現在でも生じている。
会社を法的な存在としてみた場合、これに対して「所有」という概念は成立しにくい。というのは、会社というのは株主によって構成される団体であるため、団体に所有は成立しないと考えるのが普通だろう。
それでは、実体としての会社、すなわち会社の財産や組織、そしてこれにより営まれている事業の方はどうだろう？ 
事業の所有を、

 (1)事業に関する意思決定を行う権利（政策を決定し、従業員を雇用・解雇し、資源を配分する権利＝コントロール権）
(2)必要な支払いを行った後の利益を得る権利（残余利益請求権）
を意味するものと考えてみよう。

→日本でもアメリカで、原則として株主が株主総会の議決により上の(1)の意味でのコントロールを行うことはできない（後で述べる取締役会や代表取締役の権限）。
ただし、株主総会は取締役を解任するという形で間接的なコントロールを及ぼすことはできる。
・株主の利益を保護するために株主に経営に関する一定の権利が認められているが、だからといって株主のため「だけ」に経営をしなくてはいけないわけではない。実際、現在の法律の下でも、他の関係者の利益に反して株主のため「だけ」に経営しなくてはならないとまでは主張されていない。
株主の利益に最終的に反していなければ良い、というのがむしろ現実に適用されているルールである。
２．株主によるガバナンスのメカニズムと実態：他国との対比から 

[日本]
・重要な組織（機関）としては、株主総会、取締役および取締役会、監査役がある。 
・株主総会はすべての株主により構成される機関であり、会社の基本的な意思決定に関しては株主総会が決定する。ただし、上で触れたとおり、株主総会の権限に属していない事項に関しては原則として決議できない（例外として、定款に定めている場合にはその事項について、取締役会を設置していない株式会社はあらゆることについて議決できる）。 

・経営の一般的な事項（業務執行）については取締役会が意思決定を行う。
取締役会は取締役の中から代表取締役を選任する。代表取締役（特に社長）は会社を対外的に代表し、また日常的な業務を実際に行う。
取締役会は代表取締役の業務執行を監督する。 

・監査役（もしくは監査役会）は取締役の職務執行が適法に行われているかどうかを監査する。 

・現実を見ると、まず株主総会についてはそれほど経営に影響を与えておらず、株主の利益が軽視されていると言われてきた。
もっとも、日本の株主の権限そのものは諸外国の株主に比べ特に弱いということはない。
むしろ、
①高度成長の中で株主によるコントロールがあまり必要なかったこと

②機関投資家が株主総会での議決権行使に消極的であったこと
が株主総会のコントロールを目立たせなかった理由だと思われる。
潜在的には株主総会は常にコントロール権を持っており、合併のような会社にとっての基本的な案件では大株主に対して事前の説明や説得が行われる。
・取締役会は経営者の最上位である（代表取締役である）社長以下、副社長や専務、常務、そして肩書きのない取締役（平取締役と言われる）、そして会長等によって構成されている。
社長や会長、副社長などを除き、事業本部長や事業部長、あるいは部長といった仕事を兼務していることが多い。

∴組織としては社長の下に事業本部長や事業部長が位置づけられるという意味で、専務や常務なども社長の部下に当たる。
↓

一般に社長は次期社長や取締役に対する人事権を持つといわれているため、日本の社長の力はかなり強く、取締役会が社長をコントロールすることは実際にはほとんどない。

もちろん、社長が人事権を持つといっても限度があり、大株主を含む関係者の意向を無視することは難しい。 
・取締役会のメンバーに、親会社がある場合の親会社の社長が入っていたり、銀行家ら送り込まれた人間が入っていることもある。通常、彼らは経営に対する「お目付け役」であり、（特別な場合を除き）社長になることはない。
・監査役は実際にはあまり機能していないと言われる（上で見たように、人事権を社長が持つ以上、監査役を任命するのも原則として社長になる。そうであれば監査は機能しにくい）。
[アメリカ] 

・まず、組織としては株主総会(shareholders’ meeting)と取締役会(board of directors)が設置される。
株主総会は日本と同様にすべての株主により構成され、これまた日本と同様に株主総会の権限に含まれる事項以外については決定できない。 

・取締役会は日本とは異なり、CEO(日本で言う社長)を中心とする会社の経営者達からは独立しており、会社経営に対する監督が主な目的である。
また、その中に指名委員会（取締役候補者の選定）・報酬委員会（CEOや他の経営者の報酬決定）・監査委員会（会計監査）その他の委員会を持っている。
上のような目的から社外の独立取締役が重視されており、取締役会の過半数は社外の独立取締役でなくてはならず、上記の３委員会については全て社外取締役で構成されている必要がある。なお、日本で言う監査役は存在せず、上記の監査委員会が近い機能を果たしている。 

・伝統的に英米法国では取締役会に権限が集中し、株主総会はそれほど大きな力を持ってこなかった。英米法国では株主の権利が強いという印象があるが、これは法律を見る限り必ずしも正しくない。
・取締役会は社外の独立取締役を中心に構成される。現実には、取締役会のほとんどは社外取締役であり、社内からは社長(CEO)その他のごくわずかな経営者が取締役会に入るだけである。
・このようにして構成された取締役会は株主総会で決議すべき事項を除き重要な意思決定を行うが、実際に集まるのは年に数回から10回ぐらい（委員会は別）集まるだけで、通常の意思決定はCEOを中心とする会社経営陣にゆだねられる。
また、さまざまなバックグラウンドを持っているために、その会社の事業分野について詳しいとは限らない。
また、とりわけ2001年のエンロン事件、2002年のワールドコム事件といった会計不正事件までは、独立取締役はCEOを中心とした経営者との友人関係で選ばれていたといわれている。
このような点を考えれば、そもそも取締役会の監視機能には限界がある。 

３． 株主影響力の経営者による制御 

株主が経営をコントロールするには限界があるが、しかし一方で常に株主の影響力というのは存在しており、経営者としてはこれに対して自分の裁量権を確保しておきたいと考える。
また実際問題として、株主が経営に対して強い影響力を持っていることが必ずしも望ましいともかぎらない。
Ex)地域社会へ貢献や従業員との協調というのはその価値が目に見えるものではないために、株主の立場としてはこのようなものを削減したいと考えるかもしれない。しかし、このような行為は企業のその後に悪影響を及ぼすかもしれない。 
・経営者が株主の影響力を制御する一つの手段は前回見た株式持合いであるが、もう一つ機関投資家（生命保険会社、信託銀行、年金基金、投資ファンド等）との関係を挙げることができる。 

「沈黙する」機関投資家 

・これまで、日本で有力な機関投資家は生命保険会社と信託銀行だったが、これらの保有する株式についてはほとんど議決権行使が行われず、常に経営者の提案に賛成票を投じてきた。
その理由は、
(1)経営内容を精査するのはコストがかかるため、経営に問題があれば議決権行使などという面倒なことをせずに売ってしまえばよいという考え方が普通
(2) 信託銀行でも生命保険でも一般の会社とはさまざまな付き合いがあり、必要以上に波風をたてることはない
というものであった。 
・ 日本の年金基金は信託銀行や生命保険会社に資金を委託する形で資金を運用してきたが、これらの年金基金も信託銀行や生命保険会社にことさらに議決権行使を要求したりはしなかった。
というのは、これらの年金基金は公的な資金を扱っていることから、法律により議決権行使の指示が法的に禁止されていると理解されていた。 

・ 1990年代後半に入り、株価が下がって株式が売りにくくなった機関投資家がようやく議決権行使に注目するようになり、1998年の三井信託銀行（当時）による議決権行使を皮切りに一般化し、また年金基金なども議決権行使を行うようになってきた。
But

現在でもおそらく多くの信託銀行や生保は経営内容に積極的に関与する形での議決権行使には消極的であろうと思われる。年金基金についても、経営内容にまで踏み込んで議決権行使を行うよりも手続き的な部分に注目して議決権行使をしているように見える。 

４．近年の変容 

[委員会設置会社] 

・2003年の商法特例法により「委員会等設置会社」の制度が導入され、2006年5月に施行された会社法でも「委員会設置会社」として受け継がれている。 

・委員会設置会社とは、日本にアメリカ型のガバナンス・システムを導入する試みである。
従来の日本型とは異なり、
①取締役会は基本的に監督機関となり、経営（業務執行）は新しく作られた執行役（アメリカのCEOをはじめとする経営者(officers)に相当する）に委ねられる。
②取締役会は経営の基本方針の決定や執行役の選任・解任等を行う。

③取締役会の中に少なくとも指名委員会（取締役会の選任・解任に関する議案の内容決定）、報酬委員会（執行役や取締役の報酬決定）、監査委員会（内部統制部門を通じた執行役の職務の執行の監査）を設置しなくてはならず、この３委員会については過半数が社外取締役（大雑把に言って、現在及び過去に会社やその子会社の従業員や役員でない人）でなくてはならない。
なお、３委員会以外にも任意の委員会を設置することができる。・ 

[機関設計のフレキシビリティの強化] 

・取締役会を設置するかしないか、監査役会や監査役を設置するかどうかに関してフレキシビリティを高めた。
ただし、規模や公開会社かどうか（一部でも株式の譲渡制限を課しているかどうか）によって一定の制限がかかる。いわゆる大企業（譲渡制限のない大会社）では、取締役会＋監査役会＋会計監査人の組み合わせか、さもなくば委員会設置会社しかない。 

第８回 サプライヤー・システム 

１．What is keiretsu? 
高度な工業製品の生産において、部品の供給がどのように行われるのか、というのは非常に重要な問題である。 

また、そのような複雑な部品を組み合わせて生産された製品をどのように販売するかというのも問題になる。もちろん、メーカーが自分で販売するというのが一番わかりやすいが、例えばそれほど大きなメーカーでなければむしろ卸売業者・小売業者に任せる方が良いかもしれない。 

このように、現代の企業は様々な他の企業との関係の中で生産・販売活動を行っている。
∴具体的には、次のようなことが問題となる 

・仕入先・販売先にどこまで任せ、どこまで自分で生産するか
・仕入先・販売先との間でどのような関係を構築し、どのような取引を行うか
このような問題に対する「日本的」なやり方として有名になったのが「系列」である。
1989-1990年の日米構造協議の場でも交渉の争点になり、keiretsuは（少なくとも日本経済に関する本であれば）翻訳せずに使える言葉になった。 

系列というのは、一つの主要な企業（自動車メーカー、家電製品メーカー）を中心として、
(1)その企業との取引業者（サプライヤーや販売業者等）は長期的な関係にあり、
(2)そのような関係は排他的・閉鎖的であり（取引業者は特定の主要企業とした取引せず、主要企業もある分野・製品に関しては１つの取引業者とのみ取引をする）、
(3)取引業者は主たる企業に対して従属的な地位にある。
実際には意味がどんどん拡大しており、例えば金融系列（メインバンク関係）、資本系列・企業系列（株式保有関係）、流通系列（販売会社とメーカーとの関係）、生産系列（組み立てメーカーと部品メーカー）などという形で使われることもある。
ここでは、系列の中でも特に典型的だと思われる生産系列―だいたいの合意が存在する範囲としては、自動車メーカーや家電製品メーカーとサプライヤーとの間に見られる関係－を取り上げる。

２．系列の実態 

一つの例：デンソー 

・デンソーは元々トヨタ自動車から分離独立した会社。
現在でもトヨタが25%程度の株を持っている(関係会社)。
2007年3月時点で、会長、2名の副社長の内1名、8名の専務の内1名がトヨタ出身で、そのほかに1名しかいない取締役がトヨタ自動車名誉会長。
But

現在、連結ベースでトヨタグループ向けの販売比率は50%弱。
また、他社にも積極的に売り込んでおり、そのことが問題になった→トヨタがコントロールを強化しようとしている。 

どこまでを部品メーカーに任せるか？ 

・1970年代以降、日本の自動車会社の外製比率（製造コストにしめる部品・材料・外注費用の割合）は70%以上と言われ、これはアメリカよりも高い。 

・伝統的にアメリカ企業は部品を内部で生産していた
↑↓

1960年代の急速なモータリゼーションに自社だけでは対応できなかった日本企業が外部の企業に依存することで対応してきた。
∴日本ではサプライヤーの「系列」が利用されることになり、外製比率に大きな差が出ている。 

どのような関係を構築し、どのような取引を行うか？ 

[長期安定的取引と濃密なコミュニケーション] 

・長期的関係：１車種のあるタイプについてはモデルチェンジまでは１社が部品を納入する(およそ4, 5年)＝その形については継続的に取引をする。長期性に関しては実は日産や三菱系など、必ずしも長期的でないところもあり、一概には言えない。ただし、トヨタ系には一般に長期性がみられ、それ以外でも長期的関係が望ましいと思われるようになった。
なお、ある部品については複数だが少数の企業と取引し、かつ一つの会社は幾つかの車の部品について契約があるので、個々の部品のレベルでは単発契約でも、会社同士というレベルで見れば契約は継続的となる 

・ 濃密なコミュニケーション：製品開発やジャスト・イン・タイム型の生産（必要な時に必要な部品を納入することによって在庫をなくそうとするやり方）のためにサプライヤーとの間でコミュニケーションが行われている。
また、もう少し長期の話として、トヨタなどはサプライヤーに対する技術指導・経営指導も行っている。 

・ ゲストエンジニア：部品メーカーのエンジニアが自動車会社に常駐し、自動車会社の製品開発に参加する。これにより実際に開発がなされた段階での契約が取りやすくなる。 

「まとめてまかせる」 

・承認図方式：日本でしばしば行われているのは、部品の仕様だけを決定し、実際の設計はサプライヤーが行い、それを自動車メーカーがチェックし、承認した上で生産を行うというやり方である（これを承認図方式と呼ぶ）。このようなやり方により、サプライヤーの能力を利用することができる。
Cf) 貸与図方式：部品については基本的に自動車メーカーが設計し、その設計図を渡してサプライヤーに生産してもらう
・サブアセンブリー納入：自動車は数万点の部品からなるが、そのすべてを納入して自動車メーカーが組み立てるのでは手間がかかりすぎる。
∴サプライヤー（後で述べる１次サプライヤー）の方である程度まであらかじめ組み立ててもらい、その「かたまり」を納入するというやり方が行われる。このようなやり方をサブアセンブリー納入という。 

・無検査納入：一般に部品（だけでなくさまざまなモノ）を受け入れるときには、受け入れる側で数はそろっているか、不良品がないか等の検査を行い、その上でモノを受け入れる、検収という手続きを取る。
But

このような形でいちいち検査を行っていると時間がかかるため、サプライヤー側で検査を含む品質管理が行われることを条件として受け入れる部品の検査を省略するという方法がとられるようになった。 

複社発注、複社納入 

・複社発注：自動車メーカーは少数だが複数のサプライヤーと付き合い、ある種類の部品については複数のサプライヤーとの取引を維持しようとしている。
１つのサプライヤーに依存してしまうとそのサプライヤーに交渉力を握られることになり、またその会社が何らかのアクシデントにより生産を停止してしまうと自動車メーカーの生産ができなくなる。 

・ 開発コンペ：その複数社の間でどこが部品を納入するか決める際には、単純な価格競争ではなく、その部品に関する企画を出してもらい、これを競う形になる。
ただし、先に述べたように開発過程にも部品メーカーのエンジニアがかかわっていることもあり、ある部品については最初から１社に絞られていることもある。 

・ 複社納入：自動車メーカー側だけでなく、サプライヤー側も複数の会社と付き合うし、そのような会社の方がより能力があると思われている。量産効果などを求めるため、アッセンブラーが勧めることもある。
ただし、主要顧客への依存度は大きい。ただ、新規参入が簡単というわけではなかった。 

VA（ヴァリュー・アナリシス、価値分析）・リスクシェアリング 

・VA：ある部品の契約の際には、定期的に単価を見直すことになっており、その中で一定の比率でのコスト削減＝価格低下が期待されている。このような目的のために設計を見直すことをVA(value analysis)という。
このようなやり方は厳しいように見えるが、もしそれ以上の比率でコスト削減をすれば部品メーカーの儲けになる。 

・リスクシェアリング：一方で、原材料費が変動すれば当然原価が変わってくる。これに関して、体力がなく、価格変動リスクを負担できないような企業の場合には、かかったコストに一定の利益（マージンという）を載せる形での契約にする。
そうでなく、体力がある企業に関しては固定価格にしておけば、原材料費が下がればその分はサプライヤーの利益になる。
このように、契約の仕方においてサプライヤーの能力や体力を考慮したやり方が取られている。 

重層性 

・部品メーカーそのものの特性ではないが、部品メーカーは自動車メーカーに納入するサプライヤー（１次サプライヤーと呼ばれる）以外に、その１次サプライヤーに納入する２次サプライヤー…と階層的な構造になっており、５次ぐらいまであると言われる。
一般に、１次メーカーは大企業、２次メーカーは中小(例えば50～100人)、３次は10人以下といわれており、５次ぐらいになるとほとんど家族だけのような世界になる。５次ぐらいは必ずしも自動車専業ではないため、景気が悪くなると別な仕事に移ったりする。 

[まとめ] 

(1) 長期的か：自動車会社とサプライヤーとのつきあいは、原則として長期的、ただし実際には取引を「切られる」こともある。
(2) 排他的・閉鎖的か：まず排他的ではなく、自動車会社は複数のサプライヤーと取引しており、サプライヤーも複数の自動車会社と取引している。この意味で、実力があり、かつ自動車メーカーの品質要求や納期要求に応えられるのであればどこでも構わない（企業の国籍は問題ではない）。
全く閉鎖的でないか、というとそうではなく、確かに簡単には取引に参入できないが、品質が高いものを作れば参入は可能。 

(3) 従属的か：確かに自動車会社の方が立場が強いが、部品メーカーの方が技術力が高くなれば立場が逆転するおそれもある。この意味では従属的とは言えない。 

他国との比較：特にアメリカとの対比で 

・アメリカの自動車メーカーは、かつては内製で、小さい部品のみを購入していた。
また、競争的な入札に依存していた。
このような事情から、承認図方式はあまり利用されていなかった。
・長期性に関しては、短期的という指摘もある一方で、結果的に取引関係が長期的になるのは日本もアメリカも変わらないという指摘がある。
契約期間は短く、「切られる」リスクはあるものの、結果的には長期的な関係になっている。
入札も単純な価格による入札から上で述べた開発コンペ方式に移行している。
その他、アメリカのサプライヤー管理は日本に近づいているといわれている。 

３．系列の合理性 

情報伝達の必要性＝部品に関する相互調整の必要性 

・部品がどのようなものであり、どのような場所に置かれるか、あるいはどのような部品とどのような部品とを組み合わせるかについて情報流通の必要がない場合には関係は短期的でも良い。
But

部品と部品とのいわば「相性」が問題になるような世界では、部品と部品や部品とフレームとの調整、つまり「すりあわせ」が不可欠になる。
このような場合には長期的な関係を持つことにより、お互いに関する知識を蓄積し、コミュニケーションを容易にするということができる。
濃密なコミュニケーションはこの上で成り立っており、またゲストエンジニアは情報伝達を助ける働きをする。 
・この場合、ここの部品に関する情報伝達の問題であるため、従業員の時のような能力や意図に関する情報の非対称性とは少し異なる。もちろん、サプライヤーの能力や意図の観察というのも重要な点だが、むしろ部品に関する情報伝達と相互調整がポイントとなる。 
・お互いに対する知識は関係特殊的であるために、そのような知識が関係から離脱するコストを上昇させ、関係をより長期的なものにする。 
関係特殊的投資の形成・維持
・企業特殊的人的資本と同じように、ある企業との関係においてのみ有効な知識や技能がある。

Ex)ある会社に特有な用語やその会社の人々に対する知識等。
技術そのものは他の会社に対しても有用であるため、生産設備や技術がある会社との関係に特殊的であるということはあまりない。ただし、その会社の製品のための技術開発というのはありうるかもしれない。 

リスクに対する保険機能 

・上で述べたリスクシェアリングを参照。従業員のところで述べたのと同じような論理により、契約の仕方によって保険機能を提供することができる。 

適切なインセンティブの付与（とディスインセンティブの低減） 

・関係が長期的であると、お互いの間で協調的な関係が生じやすい（長く付き合う→お互いに協力してやっていく）。ただし、特に部品メーカー側には「切られる」リスクがあることに注意。 

・関係が長期的であっても、お互いに依存すると相手に交渉力をもたれてしまうため、お互いに相手に依存しないほうがよい。
∴複社発注、複社納入を行い、あるいは自動車メーカーが部品の一部を内製したりする。
ただし、複数の会社に発注すると規模の経済が働かないという問題がある。 

４．1990年後半以降のサプライヤー・システム 

[トヨタ] 

・上のデンソーを含む関係会社との関係を強化することで競争力強化を図る。デンソーに対しても、これまで送っていなかった常勤の役員（副会長）を1999年に送り込んだ。 

[日産] 

・日産リバイバル・プラン(1999発表)：日産はルノーからの資本を受けいれ、カルロス・ゴーンを社長に送り込んだ。ゴーンがやった調達戦略とは、
(1)取引先の絞り込み(最も優秀なサプライヤー１社と取引する)→規模の経済が働く→コストを下げられる

(2)切った相手からは出資を引き上げる

(3)絞り込まれた企業とは長期的につきあう、というものであり、コストを削るには合理的な案といえる。
ただし、
(a)サプライヤーの交渉力が上がる

(b)切られた会社は「関係の長期性」を信じない→日産との協調関係に支障がでるかもしれない

という問題が残っている。 

第10回 市場メカニズム 

今回取り上げるのは市場メカニズム、具体的には市場を構成する競争相手との関係に関するサブシステムである。 

１．第１の神話：「自由競争≒完全競争が望ましい」（理念レベルの神話） 

・市場：市場＝ある財・サービスについて様々な形で売り手と買い手とが出会い、取引がなされるような場所・状況の集合
・このような市場で取引が行われ、これによって各人は自分が満足いくような財やサービスを手に入れることができる＝市場は経済活動の中心にある。
それでは、どのような市場が経済的にみて好ましいと考えられるのか？ 

・自由競争市場：一般に経済的に見て好ましい市場と考えられているのは「自由競争市場」。市場においては、様々な供給者（一般に企業）が需要を求めて競争する。つまり、消費者に対してある財・サービスの価格や品質で争い、消費者に買ってもらうようにする。
自由競争とは、企業が自由に価格や品質による競争を行うこと、すなわち企業がお互い合意によって、あるいは一企業が市場を独占することによって競争を制限するようなことがないことを意味している。 

・完全競争モデル：この「自由競争が経済的にみて好ましい」という考え方の背後にあるのが、経済学における「完全競争」のモデルである。完全競争モデルにおいては、財・サービスの供給者（生産者、代表的には企業）と需要者（消費者）とがそれぞれ多数存在し、それぞれの供給者・需要者がある関数によって表現されるとした上で、①財の同質性、②価格受容者の仮定、③情報の完全性、④取引費用ゼロ、⑤参入退出の自由、といった仮定をおくと、長期的にはこの市場において需要と供給が均衡し、経済的な利益（経済厚生）の最大化がなされることが証明できる。
なお、⑤の条件から利益を挙げられない企業は退出するため、同程度に効率的な企業しか生き残らず、これが効率化をもたらす(選択淘汰による効率性向上)。
つまり、「同じ財について価格で競争すると、効率的な企業だけが生き残り、産業は効率化される」ということになる。 
・ このような形で、自由競争≒完全競争＝経済厚生が最大化された状態という認識が成立し、自由競争を保護すること自体が重要になってくる。このような競争を保護する法律は日本では独占禁止法だが、この独占禁止法は「自由競争経済秩序」を保護するものだと考えられている。 

・ このような「自由競争≒完全競争が望ましい」という考え方は最近の様々な政府の改革のバックボーンになっている。
But

一方で「競争に任せておけばよい」という考え方に対して違和感・反発・異論があることも事実。たとえば、中小企業の倒産などを考えたときに、単純に「競争に任せておけばよい」あるいは「適者生存」というような発想に対する反発が出てくる。
また、企業が倒産することによって発生する様々なコスト（失業者の増大による社会不安の増大や技能・技術の低下など）が考えられていないのではないかという意見もありうる。 

２．第二の神話：「日本における競争の欠如」の神話（現実のレベル） 

・日本における自由競争への反発・異論：このような自由競争に対する反発・異論は日本では戦後直後から近年にいたるまで見られる。
実際、企業はコスト＋適正な利潤を得るべきであり、そのためには企業間で手を組んで競争を制限しても良いのではないかという「良いカルテル」論が昔から主張されており、また実際に独占禁止法の運用は伝統的には低調であった。 

・日本における競争の欠如？：このような考え方を背景として、実際にも談合やカルテルばかりが行われ、競争が機能していなかったのではないか、という見方がある。1989-90年の日米構造協議におけるアメリカ側の見方にもそのような見方があり、また最近の経済改革もそのような認識に立っている。 

・ただし、本当にそうであるのかは自明ではない。諸外国に比べても多いか少ないかは簡単には決まらない（競争制限的な行動はどの国においてもある程度見られる）。ただし、これまではこのような批判に対してどれぐらい妥当なのかが特に考えられないまま、この「日本においては競争が機能していない」という神話が成立しているように見える。 
３．実態から見た競争の機能：「対話としての競争」と「差別化競争と同質化競争」 

「対話としての競争」 

・最初の例として、1970年代における電卓産業における競争を取り上げる。
・1970年代に入り、多数の会社による競争が行われるようになる。1972年にはカシオはカシオミニで一世を風靡した。その後1976年頃までにカシオとシャープの２強体制が確立する。カシオは多機能化、シャープは薄型化に特化していた。 
・1976年以降はカシオとシャープの争いになる。カシオはシャープの薄型化に追随し、またシャープもカシオの多機能化に追随

　　　　↓

同じような製品ラインを持つことになり、シェアもだいたい安定することになった。 

・解釈：企業がそれぞれ、情報・能力を持つ中で、競争を通じて企業がお互いの行動を観察しながら、お互いの「思考の枠組み」が変化し、これに従って能力蓄積が行われ、同じような製品ラインの中で激しい競争が行われたと考えられている。
もともと、シャープは電卓を「表面実装技術」を軸にした物理的なシステムと捉え、ゆえに薄型化による他社製ヒントの差別化を図っていた
↑↓

カシオは電卓を「論理回路設計」により消費者のニーズを反映させるものと捉えており、ゆえに多機能化という方向に向かっていた。
1976年以降はこれをお互いに修正し、シャープはカシオのやり方を取り入れてソフトウェアの組み込みを行い、カシオも生産過程に踏み込んで表面実装技術の獲得に力を入れた。
↓この結果
両者は製品に対する「思考の枠組み」のレベルでお互いから学び、そのことによって後半の新製品開発競争を可能にしたのである。こ
の意味で相手の「思考の枠組み」を読み取ることで自分の「思考の枠組み」を変えていくという競争プロセスになっており、これは単なる価格競争とは大きく異なる。むしろ、お互いの競争の中で新しい市場ニーズやお互いの行動に関する情報を獲得するというある種の情報流通のプロセスが起こっている。
これを「対話としての競争（対話による競争）」という言葉で表現したのである。 
「差別化」競争と「同質的」競争 

・「差別化」競争と「同質的」競争という考え方は、日本のいくつかの産業における競争の観察から出てきたアイディアである。日本企業はよく横並び的な行動をとると言われており、その理由として競争の欠如＝競争制限のための（共謀的）行動ではないかということが指摘されてきた。 

But

実際に横並びの行動を観察すると、必ずしも上で述べたような競争制限的＝共謀的な行動とも思われない。
Ex1)戦後の石油化学産業における投資行動を見てみると、戦後急速に立ち上がった石油化学産業において、ナフサを分解するエチレンプラントに関する投資意欲は大きく、当初通商産業省（当時）が介入して調整を行っていたが、1970年代半ばにその調整が放棄された。
　　　　　　↓

その後各社はエチレンプラントにまさに「横並び」的に乗り出したが、それは上で述べた競争制限的な横並びであるようには見えず、むしろ競争の結果発生したものだったように見える。 

Ex2)缶ジュースにおける新製品の導入行動。全く新しい製品（例えばはちみつレモン）を導入する際に、他社に追随して自社も横並び的に導入するということが見られた。
これも同様に、缶ジュースという競争の激しい（激しそうな）業界において競争を制限するというのも考えにくい。 

・差別化と同質化：ある企業が新しく差別化された製品によって利益を獲得しようとする場合に、ライバル企業の対応策としては、
(1)追随する

(2)差別化した製品を開発する

の二つがありうる。
(1)の時には同質的な製品が作られ、販売される。このために同質的な製品間の価格を中心にした競争になるが、いうまでもなくこの状況において競争が制限されていることを意味しているわけではない。
(2)の基準であれば差別化競争になり、価格ではなく新製品開発や品質による競争になる。
この競争に関する２つのパターンはどちらが常に正しいわけではなく、時々入れ替わる。 
・ 共謀的行動と競争的行動の並存・交代：以上はもちろん、全く共謀的行動が見られないということを意味しない。興味深いのは、共謀的行動と競争的行動は同じ市場においても並存し、あるいは交代しうるということである。
缶ジュースの例で言えば、缶ジュースは基本的に新製品と品質での競争を行っており、価格（自動販売機で120円）に関しては基本的には変えようとしない。
また、エチレンプラントのケースでは、同質的な競争がいわば「行き過ぎて」しまった結果、今度は共謀的にプラントの廃棄を行うことになった。 

４．競争に関する二つの神話を超えて 

第２の神話：「日本では競争がない」 

・競争がない分野がないとは言えないが、表面的な観察から「競争がない」ように見えても、実際には激しい競争が行われている分野はしばしば見られる。
例えば電卓産業も表面的には２社が大きなシェアをしめ、かつそのシェアが比較的安定しているという意味では「競争が機能していない」市場に見える。

But

その中の企業行動、特に新製品開発行動を見ると市場は機能しているように見え、また実際に価格も低下しているのである。
また、共謀的行動が見られるからその市場で一般的に競争がないとも言えない。自動販売機における缶ジュースの値段が固定されているからといって、「価格決定が共謀的であり、競争的市場ではない」とは言えないのである。
結局、規制による明示的な保護・競争制限のあるような市場を除けば、競争が制限されているとはなかなか言えないのではないだろうか。 
・競争が制限されている市場と明確に考えられるのは、例えば日本の独占禁止法において認められている適用除外の場合である。典型的な例は新聞・出版物の再販制度。あるいは明確な規制による参入規制がある市場であり、経営事項審査で一定の点数を持たないと一定以上の規模の受注ができない官公需の建設・土木市場等がこれに当たる。 

第１の神話：「自由競争＝完全競争が望ましい」 

・今までの事例が示していることは、競争というのは単純に顔のない企業が価格のみで競争するようなものではなく、完全競争モデルはあくまでモデルでしかないということである。完全競争モデルは現実とは様々な側面で乖離している。 

・ そうであるならば、現実の問題として自由競争が常に好ましい状態とも限らなくなる。
自由競争を正当化する論理が「完全競争モデルの前提が満たされる場合に完全競争により経済厚生が最大化される」ことにあり、かつモデルとしての完全競争に最も近い状況が自由競争であるということにあるのであれば、完全競争モデルの前提が満たされない現実の競争において自由競争が好ましいとする論理は無条件には成立しない。 

・ また、仮に自由競争が現実的に好ましいものであるとしても、「自由競争に近づけるような政策」が好ましいということは論理的な帰結としては出てこない。自由競争とは様々な条件において異なる現実の競争において、その競争条件に作用するような製作を取った場合に競争にどのような変化があるかはあくまで現実の競争からの変化として捉えられるものでしかない。
つまり、最終的に自由競争にまで一足飛びにたどり着けるのであれば非常にすばらしい状態になるとしても、実際には一足飛びにはたどり着かない以上、「自由競争に近づける政策」がかえって非効率を引き起こす可能性は十分に考えられる。
結局、ある政策の効果は産業における個々の企業の行動に対する影響、それが生み出す（技術開発や新製品をふくめた）成果や労働市場への波及効果、過剰・過少投資の可能性といったより実体的な側面から見ていかなくてはいけない。 

・ 実際、伝統的には完全競争であれば独占・寡占などは発生しないために、完全競争を阻害している要因(モデルと現実のズレ)を識別し、それを取り除くことによって完全競争に近づけるということが考えられており、1970年代前半頃まではこれがアメリカの独占禁止政策の理念ともなっていた。
But

これには経済学の内部からの批判もあり、その後どのような競争が行われているのかという分野はゲーム理論や契約理論といった様々なツールが利用し、また統計的な実証分析も進むなど、大きく進歩している。むしろ、いわゆる完全競争モデルを純粋な理念型とするという意識は弱くなってきている。 

第11回 政府―企業間関係 

１．高度成長における政府の役割：問題提起 

・「日本株式会社」論：高度成長期に関して、日本の政府（特に通商産業省）の役割を非常に高く見る見方が存在した（現在においても存在している）。
代表的なものが「日本株式会社」(Japan, Inc)論であり、そこでは通産省を「日本株式会社」の司令塔として描き出している。すなわち、通産省は日本経済の中で重点的に成長させるべき産業を選択し、その分野を育成するために、また逆に縮小すべき分野を縮小するように様々な政策手段（例えば補助金、政策融資、外貨の割当など）あるいは行政指導（助言、勧告、指導といったもので従う義務がない）を使っていき、結果的にそれが成功した、というのが上の「日本株式会社」論の見方である。 

・ 冒頭で述べたように、この見方は政府と企業をいわば一体のものと見ている。

But

通産省と企業は異なる主体である以上、実際にもし企業が通産省の政策に従ったとすれば、その理由として①政策手段（補助金や外貨割り当て等）が企業にとって重要なものであるために従ったほうが良い場合か
②行政指導といっても従わないと後で従った場合よりも不利な状態になると考えた場合
③行政指導の趣旨に企業が納得・賛成した場合
が考えられるが、いずれにせよ企業の側の主体的な意思決定が入ってくる。
また、「日本株式会社」論では「経済成長のための最適な経路」を通産省が決定できることが無意識の前提になっているが、これも正しいとは限らない。そうであるならば、実際に経済発展のための政策としてどのような方法がとられ、それに対して企業がどのように対応したか、また通産省は実際に経済発展の最適な経路を決められたのかといったような点が検討されなくてはならない。 

２．産業政策の実態 

・産業政策：経済発展にかかわる政策は一般に「産業政策」と呼ばれるが、実際には様々な政策がそこに入ってくるため、明確な定義は難しい。
具体的には、例えば競争力強化のための合併推進(1960年代)、鉄鋼や石油産業における生産量の調整のための仲介(1950年代～60年代)、石油化学産業の投資における設備投資の順序付け(1950年代後半～1970年代前半)、不況産業における「合理化」、注目される技術に関する技術発展や交流の促進(VLSI, コンピュータ)といったものが挙げられる。
[実際の政策手段] 

・政策手段としてはいくつかのものがあるが、大きく分けると(1)インセンティブの付与、(2)強制力の行使、(3)その他、に分けられる。 
(1)インセンティブの付与：具体的には補助金、政策金融、許認可、租税の繰り延べ・減税、政府主導の研究開発プロジェクトなど。
・補助金＝例えば新しい産業に参入しようとしたり、従業員に研修を受けさせたりする場合に補助金や助成金を与えるもの。
・政策金融＝日本政策投資銀行（旧日本開発銀行）や農林漁業金融公庫のような政府系機関による、民間の銀行より有利な条件での融資。

・許認可＝例えば外貨の割り当て（戦後直後の日本ではドル等の外貨は貴重であったため、政府による割り当てが行われた）、輸入枠の割り当て、外国技術導入の許認可、設備新設許可（例えば石油業法）等。
・租税の繰り延べ＝企業にとっては加速償却（設備投資を行った場合に、税金を先送りにして一時的に税金を減らすことができる）というのも重要だと考えられている。
・減税
・政府主導の研究開発プロジェクト＝直接的な補助金や減税のようなものではないが、政府が民間企業と共同研究プロジェクトを作ることで、そこで得られた成果を民間企業が利用できるようにし、研究開発を促すもの。 
(2)強制力の行使：政府に与えられている強制力を行使すること。例えば監督官庁による業務停止命令・業務改善命令や違法建築物の除去命令など。逆らった場合には罰則や許認可の取り消しがある。 

(3)その他：通達や行政指導等。
通達とは、基本的には官庁内で法律の解釈を示したり、官庁が別な官庁に対して命令をくだしたりする意味しかない。ゆえに、本来は一般国民を拘束しないが、実際にはこの通達に基づいて行政がなされるため、大きな影響を与える。
行政指導は先に述べたように、助言、勧告、指導といったもので国民の権利義務に直接的に影響を与えるという性質（処分性）を持たないものを言う。 

[産業政策の実態] 

・海運集約(1964)：戦後に、海運産業はゼロに近い状態から出発しなくてはならなかった。
ゆえに政府主導の船舶整備（計画造船）などが行われたが、なおその体力は弱く、1956年の第２次中東戦争によるスエズ運河閉鎖以降不況になった海運市場では厳しい立場に立たされていた。
そこで、政府は海運の主要企業に対し、合併による集約を条件として補助金（金利補助）を出すという形で合併を強力に推進した。
↓その結果

日本の海運産業は6グループに集約された（その後、合併を繰り返し、現在は３グループになっている）。
ただし、この海運集約には日本の主要な海運企業のほとんどが参加したものの、三光汽船のように参加しなかった企業もあり、最終的に企業がその政策に従わなければ政府としては強制ができないことを示している。 

・石油精製業における生産調整(出光事件, 1963, 1965-66)：戦後直後は石油生産に関しても原油輸入に対する外貨割り当てによりコントロールされていたが、貿易自由化という流れの中で外貨割り当てというコントロール方法が使えなくなってきたことにより、1962年に石油業法を制定し、原油輸入に関しては自由化するものの、必要な場合に生産調整に関しては通商産業大臣が各社の生産計画について勧告できるものとした（ただし、勧告に強制力はない）。
その当時問題となったのは、石油精製はプラントによる生産であり、巨大な設備投資が必要であるために過剰生産に陥りやすく、値段が安定しないということであった。このために、石油業法施行後も石油連盟という業界団体の下で生産調整が行われることになっていた。
↑↓これに対し
出光興産はこの生産調整に従わず独自に生産量拡大を求め、石油連盟から一時的に脱退した。これに対して通産省は（上記の勧告ではなく）話し合いの斡旋のみを行い、あくまで一時的措置との了解の下で出光興産は生産調整に協力することになった。その後、1965-66年にかけて出光興産は再度生産調整を拒否、再度通産省が斡旋に乗り出し、最終的には生産調整自体が撤廃されることになった。 

・ この事例では通産省は外貨割り当てこそできなくなったものの、勧告という手段を持っていた。また石油業法では生産設備の新設・改築には通産大臣の許可が必要であるため、石油精製を行う企業としては通産省に従うことにはそれなりの意味があったと思われる。
But

出光興産のように「強気」な会社に対して通産省は強く出ることもできず、結局勧告すら行わなかった。 

・ 石油化学の設備投資調整(1958-1970頃)：政府は1955年頃から石油化学産業に注目しており、その通産省の計画に対応して三井グループが三井石油化学(1955)、三菱グループが三菱油化(1956)を設立している。また、1958年には日本最初の石油化学コンビナート(三井石油化学・岩国、住友化学・愛媛)が誕生し、1962-64年にはさらに多くのコンビナートが誕生している。この時期に通産省及び業界代表は投資を抑制するために、1965年にはエチレン10万トン基準、1967年にエチレン30万トン基準といわれる投資の基準を作り、投資を抑制しようとした。
なお、通産省はこのようなプラントの設立に必要な技術導入の許認可権を持っており、これにより上のような基準の実効性が担保された。 

But
①投資をしようとした企業が結局この30万トン基準を乗り越えるような投資を行った

②その後エチレンに対する需要が拡大し、30万トンを超える設備を作ることにはそれほど問題がなくなってしまった

↓
投資抑制の効果はあまり発揮されなかった。
むしろ、1970年代初頭に石油化学が不況になり、さらにオイルショックがきたことで、設備投資の調整は終了することになる。
1970年代末頃から深刻な不況に直面した各社は設備廃棄に乗り出し、1983年に制定された特定産業構造改善臨時措置法(産構法)の下で独占禁止法の適用除外としてカルテル的な設備廃棄等が認められた。 

[まとめ] 
結局、政府は直接的に企業行動をコントロールする手段を有しているわけではないために、企業は政策手段により与えられる利益よりも不利益が大きいと判断すればその行動には従わない。
また、政策に従ったとしても、エチレン30万トン基準のように、結果的に政策目的に反した行動を導くこともある。
結果的には、企業の意図と政策目的がマッチしてれば政策は有効に機能するが、そうでなければ機能しないという当たり前といえば当たり前の結論になる。
３．産業政策の有効性をめぐって 

・最適成長のためのコントロール：「日本株式会社」論で考えられていたのは、通産省が産業の発展経路を予測し、それにしたがって資源配分や行政指導を行い、結果として最適な成長を成し遂げるというものだった。
But

上で見たように、通産省はそもそも企業行動をコントロールできるとは限らない（むしろ、石油業法のケースはその反対を示している）。予測の正確性についても若干の疑問がある。
こう考えると、通産省が全てを予測して最適な経済成長を成し遂げたというのはかなりの過大評価である。
外貨割り当てや技術導入許可のような強力なコントロール手段があればコントロールは可能かもしれないが、そのような手段がないとコントロールは難しいように見える（海運集約の時の三光汽船のように、補助金ならば断ってくる企業があるかもしれない）。 

・カウベル効果：融資を行う際に、ある銀行が融資をしていればその銀行の能力を信用して他の銀行も融資するという行動をカウベル効果と呼ぶことがある。
これは特に日本開発銀行が融資すると他の銀行が融資を行うという文脈で出てきた話だが、同様の話は政府が行う政策にも当てはまる可能性がある。すなわち、政府が様々な情報から技術の中で有望と思われるものについて政策的にその発展を後押しする（補助金や政策融資、租税繰り延べ、政府主導の研究開発プロジェクトなど）。それにより、関係する企業はいわば政府の能力を信用して研究開発や融資を行うことになる。
このような状況は、石油化学産業のときにも見られたように見え、また官民共同プロジェクトとしては良く知られている超LSI技術研究組合という例もある。
But

この場合には
(i)そのような焦点が設定され、研究開発が行われたがゆえに成功した、という自己成就的予言の可能性
(ii)政府のほうが民間より情報を持っているという前提が正しいとは限らず、むしろ民間のほうが情報を持っていて、民間のほうが政府を誘導して後押しさせたのではないか、という可能性
があり、まだ明確な検証が行われていない。 
ただし、政府の予測能力を疑わせる事実として、ファインセラミックス産業の発展のケースがある。
このケースで通産省はファインセラミックス産業を将来有望な産業としてその発展を後押ししたが、通産省が後押ししたようなセラミックスエンジンなどの構造材料としてのセラミックス（エンジニアリング・セラミックス）は結局実用化にはいたらず、セラミックスの大手企業がそのような研究開発に乗り出していった後に、中小企業がプリンタヘッドやコンデンサ等の電子部品用のセラミックス（エレクトロ・セラミックス）において独自の技術を開発し、結果としてこのエレクトロ・セラミックスが成長した。
すなわち、通産省が発展の焦点を設定したことにより、その産業セクターではないセクターが発展するといういわば「逆カウベル効果」のようなものが起こっているのである。
アイディアの提示・伝播：もっとも、仮に政府の予測能力がたいしたものでないとしても、民間企業その他から得られたアイディアを提示し、広めるという機能は合ったのではないかと考えることはできる。
政府が焦点を設定することで関係者が動き出し、いわば自己成就的に技術が発展するのであれば、それは政府が果たした重要な機能といえる。
調整：もう一つありうるのは、様々な状況における「調整役」としての機能を期待されており、そのような機能を実際果たしてきたのではないかということである。この場合、通産省はいわば「公平な第三者」であり、かつ関係者の意見をある程度理解できる能力が必要となる。石油化学産業における投資調整においてこのような機能を果たそうとしていた。
また、石油精製においても通産省はむしろ仲介役として動いていた。
４．産業政策は日本的なのか？ 

・「日本株式会社」論のおかげで産業政策は日本発のものであり、通産省は日本特殊的な官庁だという印象があるが、実際には広い意味での産業の成長や振興に関わる政策ならばどの国においても見られる。 

・国の影響力という意味で言っても、第２次世界大戦後のイギリス（鉄道・石炭）、フランス（石炭・ガス・保険・自動車等。ルノーはこの時点で国有化される）、イタリア(IRI, ENI等の公社を通じた国有化。アリタリア航空)、スペインなどで推し進められた国有化政策などはより強力な産業のコントロール手段であり、影響力は日本よりも大きいはずである。 

・また、行政指導もあくまで非公式なルートでの「お願い」とすれば、特に日本に固有というわけではない。 

結局、日本が経済発展をしたから注目されるだけではないのか？
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